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「区立保育園の今後のあり方」に基づく新たな再整備計画について 

１ 主旨 

   「区立保育園の今後のあり方（平成３１年２月５日福祉保健常任委員会報告）」にお

いて、区立保育園は「保育所保育指針に基づき養護と教育を一体的に行いつつ、地域

における身近な公設の児童福祉施設（保育所）として、「子どもの育ちのセーフティネ

ット」としての役割を行政の責任のもと担い、すべての子どもの安全と健やかな育ち

を保障する」と定めた。 

現在、在宅子育て家庭を含む地域子育て支援や保育の質の維持・向上に向けた取組み

等の予防型施策に重点をおいた事業に転換するため、計画的な区立保育園の再整備に取

り組んでおり、区立保育園の既存事業についても、見直し及び充実に向けた検討を進め

ている。 

この度、「区立保育園の今後のあり方」に定める「今後の区立保育園の再整備の進め

方」に基づき、新たな再整備計画の対象園の決定にあたっての考え方をまとめるととも

に、「子ども・子育て支援事業計画（計画期間：令和２年度から６年度）」における保育

施設の総定員数や民間保育施設等の整備計画等と整合を図り、新たな再整備計画の期間

をその先の５年間（令和７年度から１１年度まで）とし、対象園を決定したので報告す

る。 

２ 新たな再整備計画の対象園の決定にあたっての考え方 

（１） 「区立保育園の今後のあり方」において、以下のとおり、再整備対象園の選定基準

及び整備手法を定めた。 

① 概ね築３５年以上となる区立保育園を対象とする。 

② 地区内に配置が必要と判断される場合は、長寿命化改修を検討し、「内外部大規
模改修方式」による再整備を実施する。 

③ 地区内に区立保育園が複数配置されており、配置を見直す場合は、「代替地再整
備方式（周辺に代替地等が確保できた園）」又は、「閉園後再整備方式（計画発表
後に入園する児童の転園先が確保できる園）」により再整備を実施する。 

（２） 新たな再整備計画は、「子ども・子育て支援事業計画（計画期間：令和２年度から   

６年度）」における保育施設の総定員数や民間保育施設等の整備計画等と整合を図る必

要があることから、計画期間をその先の５年間（令和７年度から１１年度まで）とす

ることしている。 

（３） 対象園の決定にあたっては、昨年９月３日福祉保健常任委員会において、以下の２

つの視点を報告した。 

① 地区内の未就学児童や民間保育施設数をもとに、「子どもの育ちのセーフティネ
ット」としての役割を区立保育園がどの程度の規模（箇所数）で担うか。 

② 区立保育園の統合・閉園により、地区内の保育定員数が減少するという影響を、
近隣での民間保育施設数の整備計画でカバーできると判断できるか。 

（４） 以上の（１）～（３）を踏まえ、新たな再整備対象園の決定にあたっての考え方を

以下のとおり、まとめる。 

① 対象園は、地区内に複数の区立保育園が配置されている地区の概ね築３５年以上
となる区立保育園から選定することを基本とする（別紙）。 

裏面あり 



② ただし、区立保育園が２ヶ所配置されているが隣接する地区に区立保育園がない
地区（池尻、船橋）は、対象外とする。 

③ 対象園の選定にあたっては、以下の（ア）～（エ）を考慮する。 

（ア） 地区内に配置されている区立保育園の数および築年数（老朽化の度合い） 

（イ） 地区内の未就学児童数及び民間保育施設数、保育需要、地区の面積 

（ウ） 近隣における民間保育施設等の整備予定計画 

（エ） 移転・統合に必要な代替地等の確保の目途 

３ 区立松丘幼稚園跡地を活用した再整備計画（西弦巻保育園・弦巻保育園の移転・統合） 

   上町地区は、弦巻保育園・西弦巻保育園・東弦巻保育園・桜保育園が４ヶ所あり、

すべての園が築４０年を超えている。 

この度、西弦巻保育園に近接する区立松丘幼稚園が、区立弦巻中学校に合築されるこ

とから、令和６年度以降、土地・建物の用途廃止を予定している。 

令和８年度以降を目処に、その跡地を活用し、区立保育園の新園舎（０～５歳児）を

建設し、区立西弦巻保育園（定員１０３名（０～５歳児）、築４１年）と区立弦巻保育

園（定員９１名（１～５歳児）、築５０年）を移転・統合する。 

統合後の定員については、直近の保育需要等を踏まえる必要があるため、次々期の「子

ども・子育て支援事業計画」の策定の中で、決定する。 

また、西弦巻保育園・弦巻保育園の移転・統合により生じた区立保育園の跡地は、今

後の保育需要の動向を踏まえ、他の行政需要への対応を含めて、有効活用を検討する。 

なお、本再整備計画は、令和２年４月時点で両園に在園する児童の卒園を待って新園

舎への移転・統合を実施する。令和３年４月に西弦巻保育園の０歳児クラスに入園する

児童から影響を与えるため、令和２年９月以降の入園申込み時や入園承諾時に丁寧な周

知と説明を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 今後のスケジュール（予定） 

  令和６年度～  区立松丘幼稚園を用途廃止し、旧園舎を解体 

区立保育園の新園舎改築工事 

  令和８年度～  新園舎竣工後、西弦巻保育園を移転 

  令和９年度～  弦巻保育園を統合 

 

西弦巻保育園（定員103名）

住所：弦巻 5-13-5 

弦巻保育園（定員 91 名） 
住所：弦巻 3-15-5 

120ｍ(徒歩 1 分) 

区立松丘幼稚園跡地 
住所：弦巻 5-21-10 

770ｍ(徒歩 9 分) 

跡地に新園舎を建設

し、令和８年度中を

目処に移転 

令和９年度を 
目処に移転 



４ 再整備計画の検討状況 

（１）烏山地域拠点園の整備 

烏山地域の拠点園は、近隣に代替地を確保し、そこに新園舎を整備する「代替地再

整備方式」を想定している。引き続き代替地の確保に向け、調整を進める。 

（２）用賀保育園分園の再整備                                                                                               

用賀保育園分園は、平成２３年４月に旧用賀保育園の園舎を活用し１０年程度の待

機児童対策として開設した。開設から８年が経過し、現在、築５４年を超えており、

再整備の必要が生じている。 

定員９２名の分園を閉園することにより、用賀地区の保育定員数が減少するため、

近隣での民間保育施設等の整備計画の目処が立った段階で、閉園時期を決定・公表す

る。なお、保護者や児童への影響を十分に考慮し、計画発表時に在園する児童の卒園

を待って閉園することとする。 

（３）その他の再整備                                            

上記に示した再整備の取組みと平行して、２（４）の対象園の決定にあたっての考

え方に基づき、更なる対象園の選定を進め、今回の計画期間において、代替地確保の

目処や関係機関等との協議が整った段階で、決定・公表する。 

５ 地区内に配置が必要と判断される園の取組み 

区立保育園が１ヶ所のみ配置されている１３地区、区立保育園が２ヶ所配置されてい

るが隣接する地区に区立保育園がない２地区には、築３５年を経過している区所有建物

の区立保育園が９ヶ所ある。 

計画的に施設更新を図る必要があるため、長寿命化改修を検討し、内外部大規模改修

方式又は築６５年を目処とした改築の時期及び手法の検討に入る。 

６ 令和元年度の区立保育園における取組み状況 

区立保育園における「子どもの育ちのセーフティネット」の機能強化に向け、以下に

取り組んでいる。 

（１） 保育の質の維持・向上を目的とした「地域保育ネット（保育施設間のネットワーク）」

の活動強化 

（２） より質の高い教育・保育と小学校への円滑な接続を目的としたアプローチ・スター

トカリキュラムの全園での実施、先進的な乳幼児教育の研究及び実践 

（３） 支援が必要な家庭の早期発見及び対応を目的としたソーシャルワーク機能を向上

させるための継続的な事例検討や研修の実施、緊急保育の受け入れ枠の拡充 

（４） 地域子育て支援機能を充実するため、在宅子育て家庭を対象とした既存の地域交流

事業の見直し及び充実に向けた検討（令和２年度から拡充予定） 

７ 今後のスケジュール（予定） 

   令和２年 ２月 西弦巻保育園・弦巻保育園の移転・統合計画の公表 

（対象園の保護者への周知） 



① 地区内に複数の区立保育園が配置されている地区 

地区 
未就学児童数 

(R 元.11) 

私立認可・地域型・子ども園 

(H31.4) 

認証・保育室・ママ・認可外 

(H31.4) 

待機児童数 

(H31.4) 

地区面積 

(H31.1、㎢) 

保育園名 

(●築 35 年以上) 
築年数 敷地面積 建物全体面積 

定員 

(在籍児童数) 

1 太子堂 1,013 7 10 16 1.048 
太子堂保育園● 45 825.99 699.05 90(100) 

三軒茶屋保育園● 40 888.61 600.47 84(84) 

2 上町 2,894 6 10 27 2.564 

桜保育園● 52 1,157.03 509.87 103(108) 

東弦巻保育園● 42 1,376.70 651.62 100(110) 

弦巻保育園● 50 1,156.96 550.00 91(104) 

西弦巻保育園● 41 1,157.03 682.90 103(113) 

3 経堂 2,333 12  11 12 2.918 
南桜丘保育園● 41 1,157.87 711.13 103(117) 

わかくさ保育園● 37 967.15 634.88 98(113) 

4 下馬 2,172 9 7 25 2.079 
下馬保育園● 44 1,244.31 654.26 103(115) 

駒沢保育園● 49 1,128.32 511.32 91(95) 

5 奥沢 1,006 2 3 11 1.206 
奥沢保育園● 46 1,136.39 826.54 83(90) 

南奥沢保育園● 47 782.00 491.21 79(89) 

6 用賀 1,854 7 10 

12 

※二子玉川 

地区を含む 

2.472 

用賀保育園 10 1,607.16 ※1 1,826.51 ※1 148(150) 

用賀保育園分園● 54 1,005.91 551.47 92(101) 

上用賀保育園● 45 1,016.90 606.03 104(108) 

ふじみ保育園● 37 1,196.23 678.02 90(104) 

7 砧 2,450 13 5 27 3.773 
大蔵保育園● 54 1,188.00 439.66 104(107) 

南大蔵保育園● 45 1,306.74 599.24 89(103) 

8 上北沢 1,177 3 3 0 1.716 

松沢保育園(指定園) 11 4,291.68 ※2 827.12 96(97) 

上北沢保育園 24 2,071.70 4,022.74 122(130) 

南八幡山保育園● 39 2,125.16 ※2 598.61 ※2 78(91) 

9 上祖師谷 1,752 10 2 6 2.162 

上祖師谷保育園● 47 1,104.03 520.73 99(106) 

上祖師谷南保育園● 40 1,322.36 676.02 108(115) 

八幡山保育園 9 28,890.00 ※3 22,086.00 ※3 96(101) 

10 烏山 2,886 12 7 20 3.837 

給田保育園● 44 1,825.97 636.33 111(116) 

芦花保育園 16 3,198.18 ※2 753.38 100(115) 

烏山北保育園● 51 1,387.86 515.19 84(97) 

西之谷保育園● 40 1,644.60 680.04 108(116) 

※1 用賀出張所、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター併設。 
※2 南八幡山保育園は、都所有。松沢保育園と芦花保育園は、区分所有。 
※3 芦花小学校、新 BOP、芦花中学校併設。 

②区立保育園が２ヶ所配置されているが隣接する地区に区立保育園の配置がない地区 ※４ 

地区 
未就学児童数 

(R 元.11) 

私立認可・地域型・子ども園 

(H31.4) 

認証・保育室・ママ・認可外 

(H31.4) 

待機児童数 

(H31.4) 

地区面積 

(H31.1、㎢) 

保育園名 

(●築 35 年以上) 
築年数 敷地面積 建物全体面積 

定員 

(在籍児童数) 

1 池尻 1,148 4 6 30 1.186 
池尻保育園 7 2,258.88 ※5 4,776.51 ※5 110(122) 

三宿保育園● 41 1,293.73 695.45 103(113) 

－ 代沢 787 3 1 29 1.025 配置がないため担当する     

2 船橋 2,249 15 7 17 1.873 
船橋東保育園● 49 1,384.25 518.23 91(104) 

希望丘保育園（砧地域拠点園） 1 6,342.98 ※6 7,051.23 ※6 181(181) 

－ 祖師谷 1,272 6 2 17 1.669 配置がないため担当する     

※4 区立保育園の配置がない九品仏地区は、奥沢西保育園が統合する玉川地域拠点園（等々力地区）が担当する。 
※5 せたがやがやがや館、池尻地区会館、市民大学・生涯大学、池尻児童館と併設。 
※6 希望丘複合施設内（希望丘区民集会所、青少年交流センター、ほっとスクール、地域体育館）。 

別紙 


